
非自発的失業者の国保税軽減該当・非該当チェックシート 

 

退職日の年齢が 65 歳以上

でしたか？ 

 

 

 

非自発的失業者軽減措置

の該当にはなりません。 

 

但し、条例による保険税の

減免の可能性があります

ので、納税通知書が届いた

ら市役所税務課にご相談

ください。 

はい 

いいえ 

退職日は平成 21年 3月 30

日以前ですか？ 

雇用保険の受給資格はあ

りますか？ 

雇用保険受給資格者証は

手元にありますか？ 

雇用保険受給資格者証の

⑬（⑫）離職理由コードは

下記該当番号ですか？ 

《該当コード》 

11．12．21．22．23． 

31．32．33．34 

離職票をもって安芸高田

職業安定所へ行き、雇用保

険受給資格者証を入手し

てください。 

非自発的失業者の軽減措置に該当すると思われます。市役所保健医療課又は各支所総合窓口

課に雇用保険受給資格者証のコピー（両面）と印鑑をご持参頂き申告書をご記入ください。な

お、軽減となるのは給与所得部分のみです。 

入手後 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

≪問い合わせ先≫ 

安芸高田市 税 務 課：０８２６－４２－５６１４ 

                       保健医療課：０８２６－４２－５６１９ 


